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利水ダムの放流施設の整備等に対する補助制度の概要

国土交通省では、利水ダムが事前放流を行うにあたり、放流施設の整備等（放流管の増設、洪水吐ゲートの改
良等）が必要となる場合において、その費用の一部を補助します。

【補助率】
補助対象経費の１／２以内とします。

ただし、都道府県知事が管理する区間に設置された利水ダムの場合、当該区間を管理する都
道府県知事が費用の一部を負担するものとします。

改良の例は代表的なものを記載

既存施設の改良等に要する費用の一部を補助

発電所

洪水吐ゲート

利水容量

事前放流により洪水調節に
使用できる容量の拡大

事前放流用の放流管
の設置

既設の放流管の改良

既設の洪水吐
ゲートの改良

洪水吐ゲート

発電所 利水容量

＜課題＞放流設備の
位置や能力の制約

＜課題＞洪水吐ゲートの
有無や能力・構造の制約

＜課題＞事前放流により洪水調節
に使用できる容量の制約

参考

【対象事業】
一級河川又は二級河川の利水ダムであって、利水ダム設置者が放流施設の整備等を行うこと
で、事前放流の強化による一定の治水効果が見込まれる事業を対象とします。

※ただし、一定の治水効果の見込みや、事業完了後のダムの操作が適切に実施される見込
みであること等について、評価・審査を行います。

【補助対象事業者】
利水ダム設置者※（民間事業者、地方公共団体、公営企業局等）を対象とします。

※利水ダム設置者とは、河川法第二十六条第一項の許可を受けてダムを築造した者で、河川法第三十三
条の規定によりその地位を継承した者も含む。

【補助対象経費】
放流施設等の整備のための本工事費並びに測量設計費、用地費及補償費のうち、国土交通
省が認める費用とします。

【事業採択手続き】
事業内容の評価・審査を行い、事業採択の可否を決定し事業主体に対し書面により通知します。
複数年にわたる事業は、各年度の計画を作成することで応募可能です。

※予算の範囲内での事業採択となります
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利水ダム治水機能施設整備費補助 

令和８年度 募集要領 

（令和９年度実施分） 

  

 
■応募受付期間 
 令和８年４月９日（木） ～ 令和８年６月３０日（火） 

  午後５時必着 
 
■問い合わせ先 
 国土交通省 水管理・国土保全局 治水課 佐藤、魚津 
 〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2－1－3 合同庁舎 3 号館 1F 
連絡先  Tel. 03-5253-8111（内線 35-662、35-574） 

03-5253-8453（直通） 
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Ⅰ 事業の概要 

１．背景・目的 

 ダムは、下流の河川改修を待つことなく上流で洪水を貯留し、下流全域の長い区間にわたって

効果を発揮することができる、効果の大きな施設です。また、ダムは、施設の改良や運用の変更

によって、短い期間で洪水調節機能を向上させることが可能であり、近年、水害が頻発化・激甚

化する中、既設ダムを有効活用することの重要性が高まっています。 

 令和元年 12月には、ダムによる洪水調節機能の早期強化に向け、関係行政機関の緊密な連携の

下、「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」を策定しました。この基本方針に基づき、

全ての既存ダムで事前放流の実施方針等を定めた治水協定の締結等を行い、新たな運用を開始し

ているところです。 

 対象となった既存ダムの中には、治水機能を有してない利水ダムもありますが、予測降雨情報

等により洪水の発生が予測された場合には、事前に貯水位を低下させ、利水容量の一部を洪水調

節の目的に一時的に利用する事前放流によって、水災害の被害を軽減することとしています。 

しかし、利水ダムは、発電等の目的のために高い貯水位で運用しており、事前放流に使用する

放流管も小規模であることから、洪水調節のための十分な空き容量が確保できないダムもありま

す。 

こうした状況を踏まえ、事前放流の強化を図り洪水調節機能を向上させることを目的に、利水

ダム設置者が事前放流を行うために必要となる放流施設の整備等を行う場合に、当該整備に対し

て支援を行う補助事業を実施します。 

 

 

２．事業内容 

２．１ 補助対象事業 

利水ダム設置者が実施する放流施設の整備等（放流管の増設、洪水吐ゲートの改良等）であっ

て、事前放流の強化による一定の治水効果が見込まれる事業を対象とします。 

  

２．２ 補助対象ダム 

 一級河川又は二級河川に設置された利水ダムを対象とします。 

 

２．３ 補助対象事業者 

利水ダム設置者（民間事業者、地方公共団体、公営企業局等）を対象とします。 

 

２．４ 補助対象経費 

補助金交付の対象経費は、放流施設の整備等に関する経費（本工事費、測量設計費、用地費及

び補償費）のうち、国土交通省が認める費用とします。 

 

２．５ 補助金額 

補助対象経費の１／２以内とします。ただし、都道府県知事が管理する区間に設置された利水
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ダムの場合、当該区間を管理する都道府県知事が費用の一部を負担するものとします。 

（予算の範囲内での補助となります） 

 

 

Ⅱ 事業の実施 

１．事業の公募について 

１．１ 公募手続き 

以下のとおり、補助対象事業を公募いたします。 

 

■令和８年度応募受付期間 

・令和９年度実施分 

令和８年４月９日（木）～ 令和８年６月３０日（火）午後５時必着 

 

■応募書類 

別添１の申請書に必要事項を記入するとともに、関係書類を一式揃えて提出して下さい。 

 

■応募書類の提出先 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 合同庁舎 3 号館 1F 

国土交通省水管理・国土保全局 治水課 魚津 

電話：03-5253-8111（内線 35-574） 

03-5253-8453（直通） 

 

■応募書類の提出方法 

応募書類は、電子メールにて提出をお願いします。なお送付先アドレスは上記提出先まであ

らかじめお問い合わせください。紙または電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）での、持参、郵送（書留郵

便に限る。）による提出を妨げるものではありません。 

持参の場合、令和８年４月９日（木）～ 令和８年６月３０日（火）まで午前 9 時 30 分から

午後 0時まで及び午後 1時から午後 6時 15分まで（土曜日、日曜日、祝日を除く） 

 

■特記事項 

１級河川のうち都道府県知事が管理する区間又は２級河川に設置された利水ダムを対象とす

る場合、当該利水ダムが設置された区間を管理する都道府県と事前に調整した上で応募して

ください。 

 

１．２ 事業の評価・審査 

募集期間中に応募のあった事業については、以下の観点から評価・審査します。評価・審査の

過程で、内容等に不明確な部分がある場合等は、申請者に対して、必要に応じ、追加の資料請求

やヒアリング等を行う場合があります。 
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また、応募書類に虚偽の記載をした場合には、当該応募を無効とすることがあります。 

 

＜評価・審査の観点＞ 

① 整備内容、事業工期、概算事業費等が妥当であること 

② 事前放流の強化による一定の治水効果が見込めるものとして、事前放流開始後４８時間

以内に事前放流による洪水調節可能容量を約５０万 m3以上増加させるものであること 

③ 事業完了後、ダムの操作が適切に実施される見込みがあること（事業完了後の事前放流

の実施について、操作規程に反映する予定であること等） 

④ 住民避難等に資するためのダム情報の連絡体制が妥当であること 

⑤ 河川管理者との「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた基本方針」に基づく治水協定を

締結している、または締結する予定であること。 

⑥ その他必要と認められる事項 

 

１．３ 事業の採択  

事業内容の評価・審査を行い、事業採択の可否を決定し、事業主体に対し書面により通知しま

す。その際、補助金額の予定額（当年度執行限度額）を通知します。 

事業採択の通知後、補助金の活用を辞退することは出来ませんのでご注意ください。 

 

１．４ 複数年度にまたがる事業の取り扱い 

複数年度にまたがる事業の取り扱いは、次のとおりとなります。 

・応募時にあらかじめ各年度の計画を提出していただきます。 

・事業が採択された場合、次年度以降については、改めて応募いただく必要はありませんが、

毎年度補助金交付申請を行っていただく必要があります。 

・各年度計画の補助対象部分の出来高に応じて、各年度に補助が行われます。ただし、次年

度以降の工事分については、次年度以降の予算の状況によるため、確定することはできま

せんが、予算の範囲内で優先的に補助金を交付することになります。 

・従って、事業採択をもって次年度以降の補助金交付を約束するものではないことにご留意

下さい。 

・年度計画を途中で変更する場合（補助対象施設の変更を含む）は、速やかに協議を行って

いただく必要があります。 

 

１．５ 事業の変更 

やむを得ず事業の内容等を変更する必要が生じた場合には、別添１の変更申請書に必要事項を

記入するとともに、関係書類を一式揃えて提出して下さい。 

 

 

２．補助金の交付について 

２．１ 交付申請 
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補助金の交付申請の手続き等については、利水ダム治水機能施設整備費補助交付要綱によるも

のとし、事業採択の決定通知時にお知らせします。 

なお、申請に要する費用は申請者の負担とします。 

 

２．２ 交付における留意事項 

消費税及び地方消費税（「消費税等」といいます。）については、消費税等相当額から消費税仕

入控除税額を減額した額を補助対象とします。 

事業採択後であっても、国は交付決定するまでは本事業に関する補助金交付債務を負うもので

はありません。 

なお、交付決定後に、応募書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合、交付決定を取り消す

ことがあります。 

 

 

３．事業中及び事業完了後の留意事項 

３．１ 実績報告 

事業の完了後、実績報告書の提出が必要となります。 

また、工事が交付申請の内容に沿って実施されたことを確認するため、工事監理を実施した土

木施工管理技士等の証明書の提出を求めることがあります。なお、当該証明書に係る費用が発生

した場合であっても、当該費用は補助金としての申請ができませんのでご注意下さい。 

 

３．２ 会計検査に伴う資料請求及び現地検査等 

事業の完了後、実績報告書の提出を受け、必要に応じて関係資料の提出依頼及び現地検査を行

う場合があります。また、本事業は会計検査院による検査対象となります。補助金の適正な執行

及び補助事業に関する書類（経理処理関係書類を含む。）の整理・保存に十分ご留意下さい。 

 

３．３ 事業の効果等に係る報告 

補助事業者に対し、事業完了後、原則３年間（３年間で事前放流を実施しなかった場合等、特

別な事情のある場合は、個別に定めるまでの期間）、補助を受けた放流施設等による事前放流量等

に係る報告を求めることとします。なお、必要に応じデータの提供等についてご相談させていた

だくことがあります。 

 

３．４ アンケート・ヒアリングへの協力 

本事業に関する調査・評価のため、事業完了後にアンケートやヒアリングにご協力いただくこ

とがあります。 

 

３．５ 情報の取り扱い等 

利水ダム治水機能施設整備について広く一般に紹介するため、国土交通省のウェブサイト、パ

ンフレット等に事業内容等に関する情報を使用することがあります。 
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この場合、応募書類に記載された内容等について、補助事業者等の財産上の利益、競争上の地

位等を不当に害するおそれのある部分については、当該事業者が申し出た場合は原則公開しませ

ん。 
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相模ダム（神奈川県企業庁）

相模ダムダム名

(一級)相模川水系相模川河川名

水道用水、工業用水、発電目的

重力式コンクリート形式

５８．４ｍ堤高

１９４７年（昭和２２年）竣工

神奈川県企業庁管理者

事業内容
施設改造後施設改造前

放流設備

4,000 m3/s
（ ＋760 m3/s ）

3,240 m3/s
放流能力

（常時満水位）

3,103 万m3

（ ＋304 万m3 ）
2,799 万m3

事前放流(72h)による
洪水調節可能容量

※1

効 果

※1

神奈川県

山梨県

静岡県

東京都 相模ダム

磯部

相模湾

城山ダム

既設ゲート
（撤 去）

新設ゲート

腹付け
コンクリート 減勢工 護岸工

既設ピア

（撤 去）

新設ピア

越流部切下げ

護床工

相模ダム

常時満水位
EL.167.0ｍ

EL.158.0ｍ
EL.156.2ｍ

LWL(発電) 
EL.148.0ｍ

EL.158.0ｍ

常時満水位
EL.167.0ｍ

LWL(発電) 
EL.148.0ｍ

洪水調節開始

流入量

流
量

時間

放流量

相模ダム施設改造前

相模ダム施設改造後

城山ダムの操作方法イメージ

相模ダムにおける事前放流の強化により新たに生み出される洪水調節可能容量を
活用することで、下流に位置する城山ダムにおける最大放流量の継続時間を短縮し
下流リスクを低減※2。

最大放流時間の短縮
令和元年東日本台風規模では

約１時間の短縮と試算※3

※1 現在執行中の実施設計により変更となる可能性あり。
※2 城山ダムでは、令和元年東日本台風により異常洪水時防災操作へ移行したことを機に同規模の
洪水に対して特例操作を行うことで緊急放流を回避するよう、ダム操作方法を見直し済み。

※3 他の洪水及び今後予定している操作規程の改訂内容においては効果が異なる可能性あり。

○ 利水ダムの事前放流を推進するため、利水ダム管理者による事前放流強化に資する放流施設の整備等を支援する補助

事業を実施。

○ 相模川水系相模川に設置された相模ダム（神奈川県企業庁管理）において、既設放流設備の改造等を支援し事前放流

の強化を図る。

事業内容
老朽化した既存設備の改造の

うち、事前放流の強化に係る放
流設備の改造 等

令和４年度新規採択
さ が み

ダム諸元
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武周湖ダム（北陸電力株式会社）

事業内容 効 果

○ 利水ダムの事前放流を推進するため、利水ダム管理者による事前放流強化に資する放流施設の整備等を支援する補助

事業を実施。

○ 大味川水系大味川に設置された武周湖ダム（北陸電力株式会社）において、既設放流設備の改造等を支援し事前放流

の強化を図る。

令和７年度新規採択
ぶ し ゅ う こ

大味川

武周湖ダム

日本海

福井県福井市

位置図
ダム諸元

計画規模洪水（1/30）が発生した場合に想
定される浸水被害を軽減することが可能。
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